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令和３年５月２７日 

 

教職員の懲戒処分について 

 

 

１ 処 分 内 容  懲戒処分（免職） 

２ 処 分 年 月 日  令和３年５月２７日 

３ 職名・年齢・性別  教諭・３７歳・男性 

４ 所 属 名  北部地区・公立中学校 

５ 発 生 年 月 日  令和２年９月１８日（金曜日）から令和３年１月２７日

（水曜日）まで 

６ 事件・事故の概要 

  当該職員は、令和２年９月１８日（金曜日）から令和３年１月２７日（水曜日）

までの間、当時在籍していた女子生徒に対し、ＳＮＳを使用して、不適切なメッ

セージ、不適切な画像及び性的な画像を頻繁に送信した。 

 

 

● 問合せ先   

  教育局 小中学校人事課 管理指導担当 

      石渡・佐藤 

      直通 048-830-6933 内線 6933 

      E-mail: a6930@pref.saitama.lg.jp 

教育局 小中学校人事課 

管理指導担当 石渡・佐藤 

直通  048-830-6933  

代表 048-824-2111 内線6933 

E-mail: a6930@pref.saitama.lg.jp 


